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午前１０時００分 開会   

 

◎開会・開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。 

定足数に達しておりますので、平成３０

年第８回美幌町議会臨時会を開会します。 

これから、本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、１０番吉住博幸さん、１１

番橋本博之さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 会期の

決定についてを議題とします。 

去る１１月１２日、議会運営委員会を開

きましたので、委員長から報告を求めま

す。 

１１番橋本博之さん。 

○１１番（橋本博之君） 平成３０年第８

回美幌町議会臨時会の開会に当たり、去る

１１月１２日、議会運営委員会を開催いた

しましたので、その内容と結果について報

告いたします。 

本臨時会に付議された案件は、まず初め

に町長から行政報告を受けます。 

その後、９月定例会において決算審査特

別委員会に付議された平成２９年度決算認

定についての審査結果報告８件、専決処分

の承認１件、損害賠償の額の決定及び和解

について１件、条例改正３件、補正予算８

件があります。 

以上の内容でありますので、本臨時会の

会期については、本日１日限りといたしま

す。 

慎重なる審議に皆さんの御協力をお願い

するとともに、行政職員の皆さんには、真

摯な答弁と対応を申し上げて、議会運営委

員会委員長としての報告といたします。 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

ただいま議会運営委員会委員長から報告

のあったとおり、本臨時会の会期を１日間

としたいと思いますが、御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、会期は１日間と決定しまし

た。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（藤原豪二君） 諸般の報告を

申し上げます。 

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましても、印

刷したものを配付しておりますので、御了

承願います。 

また、本臨時会中、議会広報及び町広報

用のため写真撮影を行いますので御了承願

います。 

なお、報道機関の写真撮影及びパソコン

の使用を許可しておりますので、あわせて

御承知おき願います。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 行政報告 

○議長（大原 昇君） 日程第３ 行政報

告について。 
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町長から行政報告があります。 

町長。 

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 本日、

ここに平成３０年第８回美幌町議会臨時会

が開催されるに当たり、御出席を賜りまし

た議員各位に対しまして、心から感謝いた

しますとともに、行政報告と提出案件の概

要について御説明を申し上げます。 

行政報告といたしましては、北海道胆振

東部地震に係る被災地支援についてであり

ます。 

去る９月６日木曜日午前３時７分、胆振

地方中東部を震源とする震度７の地震が発

生し、厚真町を初め道内で４１名の方が犠

牲になるなど、胆振地方を中心に甚大な被

害をもたらしました。 

今なお、多くの方々が避難生活を強いら

れるなど、被災された皆様は、先の見えな

い不安な日々を送られております。 

お亡くなりになられました方々に謹んで

お悔やみを申し上げますとともに、被災さ

れた皆様に心からお見舞いを申し上げま

す。 

本町におきましては、北海道の災害対策

本部から被災市町村への職員派遣要請があ

ったため、１０月１日から５日まで職員７

名を厚真町へ派遣するとともに、１１月５

日から９日までの間、職員２名を再び厚真

町へと派遣いたしました。 

被災地においては、道内外から派遣され

た自治体職員とともに、罹災証明発行にか

かわる住宅調査などの災害復旧業務に当た

り、当初の予定どおり任務を完了し、無事

に帰町したところであります。 

本町では、東日本大震災で被災された地

域の復旧・復興活動を支えるため、これま

でも長期間にわたって職員を派遣するな

ど、被災地に寄り添った支援に努めてきて

おります。 

今後も、被災市町村からの要請があった

場合は、できる限りの支援に努めてまいり

たいと考えているところであります。 

また、このたびの地震によって被災され

た皆さん、被災地を支援する思いを義援金

として届けるため、本臨時会に補正予算を

提案しております。 

議決が得られた後、日本赤十字社を通じ

て被災地へ義援金を送金したいと存じます

ので、町民皆様、議員各位の御理解を賜り

ますよう、よろしくお願いを申し上げたい

と、そのように思っております。 

次に、御提案いたします議案等について

御説明を申し上げます。 

専決処分の承認について。 

承認第１１号平成３０年度美幌町一般会

計補正予算（第７号）については、豊栄地

区営農用水施設の配水管修繕のため急を要

したことから、専決処分をいたしましたの

で、御承認を賜りたいのであります。 

損害賠償の額の決定及び和解について。 

議案第９１号については、森林作業員作

業中に発生しました電話線断線事故にかか

わる損害賠償につきまして、被害者との協

議が調ったことから、議決をいただきたい

のであります。 

条例の改正について。 

議案第９２号及び議案第９３号について

は、平成３０年度の人事院給与勧告に基づ

く、特別職の国家公務員及び一般職の国家

公務員の給与改定に準じて、美幌町議会議

員及び美幌町長等の期末手当の支給割合を

改定しようとするものであります。 

議案第９４号については、平成３０年度

の人事院給与勧告に基づく、国家公務員の

給与改定に準じて、職員の給料表の水準を

引き上げるとともに、期末手当及び勤勉手

当の支給割合などを改定しようとするもの

であります。 

平成３０年度各会計補正予算について。 

一般会計につきましては、職員の給与改

定及び会計間異動に伴う人件費の補正のほ

か、北海道胆振東部地震における義援金、

畑作構造転換事業補助金の追加などを行お

うとするものであります。 
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特別会計、企業会計につきましては、一

般会計と同様に、職員の給与改定及び会計

間異動に伴う人件費の補正などを行おうと

するものであります。 

なお、細部につきましては、後ほどそれ

ぞれ御説明を申し上げますので、御審議の

上、原案に御協賛を賜りますようお願いを

申し上げまして、提出案件の概要説明とい

たします。 

以上、よろしくお願いをいたしたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） ただいまの行政報

告について質疑を許します。 

質疑は、１人３回までといたします。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これで行政報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 認定第１号から 

日程第９ 認定第６号まで 

○議長（大原 昇君） 日程第４ 認定第

１号平成２９年度美幌町一般会計歳入歳出

決算認定について、日程第５ 認定第２号

平成２９年度美幌町国民健康保険特別会計

歳入歳出決算認定について、日程第６ 認

定第３号平成２９年度美幌町後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算認定について、日

程第７ 認定第４号平成２９年度美幌町介

護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て、日程第８ 認定第５号平成２９年度美

幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定

について、日程第９ 認定第６号平成２９

年度美幌町個別排水処理特別会計歳入歳出

決算認定について、以上６件を一括議題と

いたします。 

この件につきましては、平成３０年第７

回定例会において、一般会計等決算審査特

別委員会に付託いたしておりますので、そ

の審査結果報告書の審査の結果以降につい

て、職員に朗読させます。 

○議事係長（橋本 勝君） 審査の結果。 

関係書類の提出、あるいは関係職員の出

席を求めるなどして慎重に審査した結果、

適正に予算が執行された決算として認定す

べきものと決定した。 

なお、一層の行政効果を期待し、次のと

おり審査意見を付すこととした。 

審査意見。 

１、一般会計全般について。 

平成２９年度の国の経済は、企業の稼ぐ

力が高まり、企業収益が過去最高水準にな

るなど、雇用・所得環境の改善、消費や投

資の拡大につながる経済の好循環が実現し

つつあるが、地方経済を取り巻く状況は依

然として厳しく、景気回復を実感するまで

には至っていない。 

このような状況の中、一般会計歳入歳出

決算額は、町債や寄附金の増加、町民会館

建設のための普通建設事業費の増加によ

り、５年連続１００億円を上回っている。 

また、実質収支は４,６１２万６,０００

円の黒字となり、財政上の均衡は保たれて

いるが、単年度収支はマイナス７９１万８,

０００円と３年連続の赤字となっている。 

本町においても、人口減少に歯どめがか

からない状況が続いており、自主財源であ

る町税の増加、地方交付税の伸びも期待で

きない中、少子高齢化の進展による社会福

祉関連経費の増大や人口減少対策、役場庁

舎の建てかえ等、増え続ける行政需要に対

して、いかに財源を確保し対応していくか

が期待されるところである。引き続き、将

来を見据えた健全な財政運営を望みたい。 

２、収入率向上対策について。 

公営住宅使用料の現年度分収入率は、５

年連続で１００％の達成であり、全道にお

ける同規模の自治体と比較しても特筆すべ

きもので、関係職員の努力を高く評価した

い。 

また、公営住宅使用料の減免制度利用者

は、昨年度と比較して増加しているが、セ

ーフティーネットの観点から引き続き制度

の周知を図られたい。 
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他の未収金についても、適正な債権管理

と徴収強化により減少しているが、一般会

計、特別会計あわせて、２億２,３２３万

３,０００円の未収となっており、自主財源

確保と負担の公平性及び適正化の観点か

ら、引き続き収入率向上に向けて取り組ま

れたい。 

４、少数意見の留保。 

美幌町議会会議規則第７６条の規定によ

る少数意見の留保はない。 

○議長（大原 昇君） 本件について、委

員長の報告を求めます。 

８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） 〔登壇〕 平成

３０年９月２７日から６回にわたり委員会

を開催し、提出された書類及び関係職員か

ら説明を求めるなど慎重に審査した結果、

適正に予算が執行された決算として認定す

べきものと決定いたしました。 

なお、一層の行政効果を期待し付した審

査意見は、職員が朗読したとおりでござい

ます。 

また、委員長として、口頭による補足意

見を申し上げます。 

収入であるふるさと納税による寄附金の

平成２９年度収入額は、２,８７８万３,０

００円であり、平成２８年度３,８７０万

７,０００円、平成２７年度は、８,１６３

万３,０００円と比較して年々減少していま

す。 

国においては、ふるさと納税に関連する

法律改正を含め、制度の見直しが示唆され

ていますが、国の動きに注視しながら、ふ

るさと寄附金受納額の増大に向け、取り組

んでいただきたい。 

報告いたします。 

以上であります。 

○議長（大原 昇君） これから、委員長

報告に対する質疑を行います。 

１０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） 委員長に一、二

点お聞かせ願いたい点がございます。 

まず１点目は、報告書の審査意見の中に

も書かれております、収入率向上対策につ

いてという最後の文面のところでありま

す。 

引き続き収入率向上に向けて取り組まれ

たいという文言で締めておいでであります

が、一般会計の委員会の中では、さらに収

納率アップのための方法論等、もし、メン

バーの議員間の中で議論がありましたら、

お示ししていただきたいと存じます。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） お尋ねの引き続

き収入率向上に向けて取り組まれたいとい

うことについて、収入率向上のための方法

論のところまでは、今委員会の中では細か

く上がっていなかったかなというふうに感

じています。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 私個人の話で申

しわけないのですが、何度か一般会計のメ

ンバーという一員の中で、収入率向上に向

けて関与したことがあります。 

そういう中では、極端な言葉ですけれど

も、収納率を上げるためには強制力が必要

だという趣旨の議員間の討論もあったかな

と承知しているところであります。 

今、委員長がおっしゃられた中では、今

回の委員会では議論がなかったということ

でありますので、そのとおりかなと受けと

めておきたいと存じます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、認定第１号から認定第６号ま

での６件を一括採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

この決算に対する委員長の報告は、認定

とするものであります。 
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この決算は、委員長の報告のとおり認定

することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件については、認定する

ことに決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１０ 認定第７号から 

日程第１１ 認定第８号まで 

○議長（大原 昇君） 日程第１０ 認定

第７号平成２９年度美幌町水道事業会計決

算認定について、日程第１１ 認定第８号

平成２９年度美幌町病院事業会計決算認定

について、以上２件を一括議題といたしま

す。 

この件につきましては、平成３０年第７

回定例会において、企業会計決算審査特別

委員会に付託いたしておりますので、その

審査結果報告書の審査の結果以降につい

て、職員に朗読させます。 

○議事係（新田麻美君） 審査の結果。 

関係書類の提出、あるいは関係職員の出

席を求めるなどして慎重に審査した結果、

両会計ともに適正に予算が執行された決算

として認定すべきものと決定した。 

なお、今後とも一層の努力を望み、次の

とおり審査意見を付すこととした。 

審査意見。 

水道事業会計について。 

１、給水収益について。 

給水人口・件数が減少している中、総配

水量は２３１万６,５４７立方メートルで、

前年度より２.１％増加しているが、有収水

量は１９７万６,８４９立方メートルで１.

２％減少している。無収水量は３３万９,６

９８立方メートルで、有収率は８５.３％

と、前年度より２.９％下回っている。 

有収率の向上に向けた対策としては、老

朽配水管及び給水管の計画的な布設がえが

重要である。不明水量が増加傾向にあり、

原因究明に努めるとともに、費用対効果を

考慮しながら、調査についても検討された

い。 

美幌町の水は、安全、安心であり、おい

しい水であることなど積極的に情報発信

し、引き続き給水収益の確保に努められた

い。 

２、地震・災害に強い水道づくりについ

て。 

老朽化した配水管の布設がえに伴い、耐

震化が進められている。国の方針では重要

給水施設管路となる病院、避難所ルート等

を優先して耐震化を進めるよう示されてお

り、本町も計画的に対応を取られたい。 

再生可能エネルギーを活用し、小水力発

電施設の電力量は能力最高値まで発電され

ている。平常時は浄水処理に活用し、電気

料金の軽減も図られており、さらに災害等

による電源遮断時には、緊急用給水ポンプ

の稼働電源として利用可能であり、今後も

最高値の発電量を維持できるよう施設管理

の徹底を望みたい。 

病院事業会計について。 

平成２９年度は外科が再開されたことも

あり、患者数については外来が２,１２７人

の増、入院は２,０４０人の増となり、全体

では４,１６７人増の１０万１,８２８人

と、初めて１０万人を超えた。 

また、医師招聘の努力により、診療科１

１科、常勤医師１０名となり、地域の基幹

病院として、地域医療体制の充実、強化が

図られ、経営意識も醸成されてきているこ

とを評価したい。 

診療収入総額は、前年比１億２,２８２万

１,０００円、７.７％増の１７億１,８８６

万８,０００円となった。入院収益は前年比

９.５％の増、外来収益も５.９％増加して

いる。医業外収益を加えた総収入も、前年

比６.１％増の２０億６,５１４万２,０００

円となり、総費用は、２１億２,８６４万

３,０００円と前年比で８.０％ふえ、純損

失は３,８０４万７,０００円増の前年比２.

５倍の６,３５０万１,０００円と、経営環

境は依然として厳しい状況である。 
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平成２９年５月に策定した美幌町立国民

健康保険病院新公立病院改革プランにおけ

る平成２９年度目標との比較では、ほぼ計

画どおりに推移しているが、今後も、医師

はじめ医療職の人材確保と地域医療の充

実、経営健全化に一層努められたい。 

４、少数意見の留保。 

美幌町議会会議規則第７６条の規定によ

る少数意見の留保はない。 

○議長（大原 昇君） 本件について、委

員長の報告を求めます。 

１２番中嶋すみ江さん。 

○１２番（中嶋すみ江君） 〔登壇〕 委

員長報告をいたします。 

平成３０年９月２７日から７回にわたり

委員会を開催し、提出された書類及び関係

職員から説明を求めるなど慎重に審査をし

た結果、両会計ともに適正に予算が執行さ

れた決算として認定すべきものと決定いた

しました。 

なお、今後とも一層の努力を望み付した

意見書は、職員が朗読したとおりでありま

す。 

以上であります。 

○議長（大原 昇君） 委員長報告に対す

る質疑を行います。 

２番大江道男さん。 

○２番（大江道男君） 水道事業会計にお

ける不明水量のことにかかわって、町民的

には総配水量がふえて、有収率は下がって

いるということについては、大変関心のあ

る問題だというふうに思いますが、調査の

過程でどういうことが原因として、主に上

げられているということなのでしょうか。 

議論の経過などがあれば、お示しいただ

きたいと思います。 

原因究明に努めるということは出ている

ので、将来的には明らかになると思うので

すが、もし、審査の過程で幾つかの問題点

が出されているとすれば、お示しいただけ

ればありがたいと思います。 

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。 

○１２番（中嶋すみ江君） この不明水量

なのですけれど、事業用も今回減っており

ます。そして、漏水量が増えておりまし

て、あと認定水量もふえております。 

そういう結果になっておりまして、事業

用は、事業のときに使う水、工事とか、消

防の演習のときに使う水量とか、そのよう

に分析されております。 

あと、漏水の認定は、認定された結果わ

かった部分でありまして、そういう部分か

らいきまして、お話の無収水量の多くなっ

ている結果は、まだこういう結果から不明

な点がありますので、まだこれが続くよう

でありましたら意見書にもありましたよう

に、費用対効果を考慮しながら調査につい

ても検討されたいという結果を委員会とし

て出しました。 

以上であります。（「とりあえず、わか

りました。」と発言する者あり） 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、認定第７号及び認定第８号に

ついてを一括採決します。 

この採決は起立によって行います。 

この決算に対する委員長の報告は、認定

とするものであります。 

この決算は、委員長の報告のとおり認定

することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件については、認定する

ことに決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１２ 承認第１１号 

○議長（大原 昇君） 日程第１２ 承認

第１１号専決処分の承認についてを議題と

します。 

直ちに提出者の説明を求めます。 
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総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 議案９ページ

になります。 

承認第１１号専決処分の承認について御

説明を申し上げます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告

し、承認を求める。 

専決処分書。 

１０ページになります。 

平成３０年度美幌町一般会計補正予算

（第７号）について、豊栄地区営農用水施

設の配水管修繕のため急を要するので、地

方自治法第１７９条第１項の規定により、

別紙のとおり専決処分する。 

専決日が、平成３０年１０月１日でござ

います。 

専決内容。 

１２ページで御説明をさせていただきた

いと思います。 

平成３０年度美幌町一般会計補正予算

（第７号）。 

平成３０年度美幌町の一般会計補正予算

（第７号）は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ３０万８,０００円を追加し、歳入

歳出それぞれ１１０億８,８７９万４,００

０円とするものでございます。 

第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明を申し上げますので、２１ペー

ジ、２２ページをお開きいただきたいと思

います。 

歳出でございます。 

６款農林水産業費、４目農業振興費の修

繕料３０万８,０００円でございますが、豊

栄地区営農用水施設の登栄地区で、配水管

漏水が判明したことから修繕を行ったもの

でございます。 

なお、修繕に当たり、予算不足額につい

ての専決の補正でございます。 

次に、歳入について御説明を申し上げま

すので、１９ページ、２０ページにお戻り

いただきたいと思います。 

１８款繰入金、財政調整基金繰入金３０

万８,０００円の増につきましては、今補正

の財源を財政調整基金に求めるものでござ

います。 

以上、御説明申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

１０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） ２２ページ。 

今、総務部長より不足額３０万８,０００

円を計上させていただいているのは、その

とおりだと存じますが、しからば、この工

事に要した総額はどのぐらいの規模なのか

と思うところがありますので、公表できる

ものであれば、この箇所で総額どのぐらい

かかったのか、お知らせしていただければ

ありがたいかなと思っています。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 修繕にかかり

ました費用としては、７３万２,７８０円で

ございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、承認第１１号専決処分の承認

についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件は、承認することに決

定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１３ 議案第９１号 

○議長（大原 昇君） 日程第１３ 議案
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第９１号損害賠償の額の決定及び和解につ

いてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） 議案の２３ペ

ージをお開き願います。 

議案第９１号損害賠償の額の決定及び和

解についてを御説明申し上げます。 

町は、森林作業員作業中の電話線断線事

故の損害賠償の額を下記のとおり決定し和

解するため、地方自治法第９６条第１項第

１２号及び第１３号の規定により、議会の

議決を求めるといたしまして、平成２９年

１２月１５日に発生いたしました森林作業

員作業中の事故により、町は、被害者であ

ります東日本電信電話株式会社に損害を与

えておりましたが、その損害について、こ

のほど賠償額の合意をいただくことができ

ました。 

このことに伴いまして、損害賠償の額の

決定と和解に関する議決をお願いするもの

でございます。 

記以下につきましては、１、損害賠償の

額は、１２９万４,８９１円であります。 

２、損害賠償の相手方は、札幌市中央区

大通西１４丁目７番地、東日本電信電話株

式会社北海道事業部長高橋庸人様でありま

す。 

３、事故の概要は、平成２９年１２月１

５日午前１１時４０分ごろ、美幌町字登栄

７２番地９地先におきまして、本町の臨時

職員であります森林作業員が森林作業のた

め油圧ショベルを操縦し走行中、油圧ショ

ベルのアームが電話線に接触し、架空メタ

ルケーブルを切断させたものであります。 

今回の事故におきましては、作業中の安

全確認を怠ったために多大な費用の支出を

伴う事故に至りましたことを、担当部長と

して心よりおわび申し上げます。 

今回の事故を部内全体で共有した上で、

日常の安全管理に努めているところであ

り、今後もより十二分に努めてまいりたい

と考えておりますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

なお、今回を含めました損害賠償の総額

は、２７２万４,１０９円でありますことを

申し添えさせていただきます。 

以上、御説明申し上げました。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） 概要はわかりまし

た。 

それで、この種の事故について、町の入

っている保険等で補填されるようなケース

の事故であったのかどうか、先ほど二百何

十万円の損害全体の賠償額を言っておりま

したので、もし、入っていて補填がされて

いるのであれば、その補填額についての御

説明をいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） この事故に対

する保険の補填はございません。 

ただ、そのあと、今回の事故を踏まえま

して、新たにこの種の作業機械等につきま

しても保険は加入させていただいていると

ころであります。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第９１号損害賠償の額の

決定及び和解についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 
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◎日程第１４ 議案第９２号 

○議長（大原 昇君） 日程第１４ 議案

第９２号美幌町議会議員の議員報酬及び費

用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例制定についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 議案２４ペー

ジになります。 

議案第９２号美幌町議会議員の議員報酬

及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例制定について御説明を申し上げま

す。 

美幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部を改正する条例を次

のように制定しようとする。 

記以下につきましては、参考資料により

御説明を申し上げますので、参考資料の１

ページをお開きいただきたいと思います。 

資料１、議案第９２号関係でございま

す。 

改正目的につきましては、平成３０年１

２月の期末手当及び平成３１年度以降の期

末手当支給割合の変更措置を講ずるもので

ございまして、本年８月１０日に出されま

した人事院勧告において、国家公務員の給

与改定に準じ特別職の改定もされ、本町議

会議員につきましては、国会議員に準じた

支給割合となっていることから、期末手当

の年間支給割合を０.０５カ月分引き上げる

ものでございます。 

平成３０年度及び平成３１年度以降の支

給月数につきましては、記載のとおりでご

ざいます。 

なお、２ページに本条例改正に係ります

新旧対照表を添付しておりますので、御参

照いただきたいと思います。 

施行日につきましては、記載のとおりで

ございます。 

以上、御説明申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第９２号美幌町議会議員

の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例制定についてを採決し

ます。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１５ 議案第９３号 

○議長（大原 昇君） 日程第１５ 議案

第９３号美幌町長等の給与等に関する条例

の一部を改正する条例制定についてを議題

とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 議案の２５ペ

ージでございます。 

議案第９３号美幌町長等の給与等に関す

る条例の一部を改正する条例制定について

御説明を申し上げます。 

美幌町長等の給与等に関する条例の一部

を改正する条例を次のように制定しようと

する。 

記以下につきましては、同じく参考資料

で御説明をいたしますので、参考資料の３

ページをお開きいただきたいと思います。 

資料２でございます。 

議案第９３号関係。 

改正目的でございますけれども、町長等

の平成３０年１２月の期末手当及び平成３

１年度以降の期末手当支給割合の変更措置

を講ずるものでございまして、町長、副町

長、教育長の期末手当について、国家公務

員の給与改定に伴い、支給割合を現行の４.



 

－ 13 － 

４カ月分から４.４５カ月分に改正を行おう

とするものでございます。 

平成３０年度及び平成３１年度以降の６

月期、１２月期の支給割合につきまして

は、記載のとおりでございます。 

なお、新旧対照表を４ページに添付して

おりますので、御参照いただきたいと思い

ます。 

施行日につきましては、記載のとおりと

なってございます。 

以上、御説明申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第９３号美幌町長等の給

与等に関する条例の一部を改正する条例制

定についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１６ 議案第９４号 

○議長（大原 昇君） 日程第１６ 議案

第９４号美幌町職員の給与に関する条例等

の一部を改正する条例制定についてを議題

とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 議案の２６ペ

ージでございます。 

議案第９４号美幌町職員の給与に関する

条例等の一部を改正する条例制定について

御説明を申し上げます。 

美幌町職員の給与に関する条例等の一部

を改正する条例を次のように制定しようと

する。 

記以下につきましては、参考資料の５ペ

ージで御説明をさせていただきたいと思い

ます。 

資料３、議案第９４号関係でございま

す。 

改正目的は、人事院勧告に基づく給与の

改定を行うものでございます。 

改正内容でございますけれども、本年８

月１０日に出されました人事院勧告に基づ

き、本町においても国と同様の措置を講ず

るものでございます。 

まず、給与につきましては、再任用職員

も含め俸給表を４００円の引き上げを基本

とし、初任給については１,５００円、若年

層については１,０００円程度の引き上げを

行い、０.２％の平均改定を行うもので、適

用につきましては、平成３０年４月１日か

らでございます。 

次に、宿日直手当でございますが、病院

に勤務する医師の宿日直手当を、勤務１回

当たり、現行の２万円から２万１,０００円

に改定を行うもので、適用は同じく平成３

０年４月１日からとなります。 

次に、期末、勤勉手当でございますが、

再任用以外の職員について、現行の４.４カ

月分を０.０５カ月分引き上げ、４.４５カ

月に、再任用職員にあっては、現行２.３カ

月分を同じく０.０５カ月分引き上げ、２.

３５カ月とするものでございます。 

平成３０年度及び平成３１年度以降の支

給割合については、参考資料記載のとおり

でございます。 

次に、美幌町一般職の任期付職員の採用

及び給与の特例に関する条例の一部改正で

ありますが、期末手当の支給割合を、現行

の３.３カ月分から３.３５カ月分に改正を

行うものでございますが、現在本町におい

ては、該当する職員はおりません。 

なお、それぞれの条例改正の適用日につ

きましては、表に記載のとおりでございま

す。 
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また、参考資料の７ページ、８ページに

給与勧告の骨子、９ページから２５ページ

に各給料表の比較表、２６ページに所要額

調書、２７ページから２９ページに条例改

正に伴います新旧対照表を添付しておりま

す。 

以上、御説明申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第９４号美幌町職員の給

与に関する条例等の一部を改正する条例制

定についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

暫時休憩します。 

再開は、１１時００分といたします。 

午前１０時５２分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時００分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１７ 議案第９５号 

○議長（大原 昇君） 日程第１７ 議案

第９５号平成３０年度美幌町一般会計補正

予算（第８号）についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 議案４０ペー

ジでございます。 

議案第９５号平成３０年度美幌町一般会

計補正予算（第８号）について御説明を申

し上げます。 

平成３０年度美幌町の一般会計補正予算

（第８号）は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１,１１６万４,０００円を追加

し、歳入歳出それぞれ１１０億９,９９５万

８,０００円とするものでございます。 

第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明申し上げますので、４９ペー

ジ、５０ページをお開きいただきたいと思

います。 

まず、歳出でございます。 

１款議会費、期末手当１９万９,０００円

の増につきましては、支給率の改定に伴う

増でございます。 

２款総務費、１目一般管理費の寄附金２

００万円の増につきましては、９月６日に

発生いたしました北海道胆振東部地震によ

り、今なお避難生活を送っている方々や被

災地域の早期復興を支援するため、日本赤

十字社を通じ義援金として支出をするもの

でございます。 

３款民生費、社会福祉総務費の繰出金２

１４万２,０００円の減につきましては、給

与改定及び会計間異動による整理を行うも

のでございます。 

その下のコミュニティセンター維持管理

事業費、修繕料２８万２,０００円の増につ

きましては、コミュニティセンターの電気

暖房、温度管理制御盤に不具合があること

から修繕を行うものでございます。 

その下、３目高齢者福祉費、後期高齢者

医療特別会計繰出金３万１,０００円の増

と、その下の介護保険特別会計繰出金３４

万円の増につきましては、それぞれ、給与

改定及び会計間異動に伴う増でございま

す。 

次に、５２ページをお開きいただきたい

と思います。 

４款衛生費、１目保健衛生総務費の病院

事業会計補助金１万２,０００円、その下、

個別排水処理特別会計繰出金５万７,０００
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円につきましても、給与改定に伴います補

助金、繰出金の増でございます。 

６款農林水産業費の畑作構造転換事業補

助金１,０８０万２,０００円の増につきま

しては、田中てん菜機械利用組合の播種機

及びトラクター購入に係る補助金で、全額

道費補助金でございます。 

８款土木費、３目公共下水道費の繰出金

１４万３,０００円の減につきましては、給

与改定及び会計間異動に伴う整理を図るも

のでございます。 

１２款職員給与費の一般職給からその他

手当までにつきましては、給与改定及び会

計間異動に伴う増減でございます。 

その下の職員共済費等から負担金、職員

退職手当組合負担金、職員福祉協会負担金

につきましては、会計間異動及び負担率改

訂に伴います減額でございます。 

次に、歳入について御説明申し上げま

す。 

４７、４８ページをお開きいただきたい

と思います。 

１５款道支出金の農業費補助金、畑作構

造転換事業補助金１,０８０万２,０００円

につきましては、歳出で御説明申し上げま

した利用組合のトラクター購入に係る道補

助金でございます。 

１８款繰入金、財政調整基金繰入金３６

万２,０００円の増につきましては、今補正

の財源を財政調整基金に求めるものでござ

います。 

なお、今補正後の年度末予定残高を参考

資料の３０ページに添付しておりますの

で、御参照いただきたいと思います。 

以上、御説明申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第９５号平成３０年度美

幌町一般会計補正予算（第８号）について

を採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１８ 議案第９６号 

○議長（大原 昇君） 日程第１８ 議案

第９６号平成３０年度美幌町国民健康保険

特別会計補正予算（第２号）についてを議

題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 議案の５４ペ

ージをお開き願います。 

議案第９６号平成３０年度美幌町国民健

康保険特別会計補正予算（第２号）につい

て御説明申し上げます。 

今回の補正につきましては、職員給与の

改定及び人事異動に伴う人件費の補正でご

ざいます。 

平成３０年度美幌町の国民健康保険特別

会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ２１４万２,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２

６億７,５００万１,０００円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

歳出から御説明申し上げますので、６

３、６４ページをお開き願います。 

３、歳出。 

１款総務費、１目一般管理費につきまし

ては、給与改定に伴う給与、職員手当等の

増額と人事異動に伴う職員の会計間異動の

人件費を精査した結果、２１４万２,０００
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円を減額するものでございます。 

次に、歳入について御説明申し上げます

ので、６１、６２ページをお開き願いま

す。 

２、歳入。 

４款繰入金、１目一般会計繰入金２１４

万２,０００円の減につきましては、人件費

に係る一般会計からの繰り入れを減額する

ものでございます。 

以上、御説明いたしました。 

御審議賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第９６号平成３０年度美

幌町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１９ 議案第９７号 

○議長（大原 昇君） 日程第１９ 議案

第９７号平成３０年度美幌町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第１号）についてを

議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 議案の６６ペ

ージをお開き願います。 

議案第９７号平成３０年度美幌町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ

いて御説明申し上げます。 

今回の補正につきましては、職員給与の

改定に伴う人件費の補正でございます。 

平成３０年度美幌町の後期高齢者医療特

別会計補正予算（第１号）は、次に定める

ところによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ３万１,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億７２

万６,０００円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

歳出から御説明申し上げますので、７

５、７６ページをお開き願います。 

３、歳出。 

１款総務費、１目一般管理費につきまし

ては、給与改定に伴う給与及び職員手当の

人件費を精査した結果、３万１,０００円を

増額するものでございます。 

次に、歳入について御説明いたしますの

で、７３、７４ページをお開き願います。 

２、歳入。 

３款繰入金、１目事務費繰入金につきま

しては、人件費の増に伴い、３万１,０００

円を増額するものでございます。 

以上、御説明いたしました。 

御審議賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第９７号平成３０年度美

幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 
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◎日程第２０ 議案第９８号 

○議長（大原 昇君） 日程第２０ 議案

第９８号平成３０年度美幌町介護保険特別

会計補正予算（第２号）についてを議題と

します。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 議案の７８ペ

ージをお開き願います。 

議案第９８号平成３０年度美幌町介護保

険特別会計補正予算（第２号）について御

説明申し上げます。 

今回の補正につきましては、職員給与の

改定及び人事異動に伴う人件費の補正でご

ざいます。 

平成３０年度美幌町の介護保険特別会計

補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ３４万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１８億４,０６９

万６,０００円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

歳出から御説明いたしますので、８７、

８８ページをお開き願います。 

３、歳出。 

１款総務費、１目一般管理費につきまし

ては、給与改定に伴う給料及び職員手当等

の増額と人事異動に伴う職員の会計間異動

の人件費を精査した結果、３４万円を増額

するものでございます。 

次に、歳入について御説明いたしますの

で、８５、８６ページをお開き願います。 

２、歳入。 

７款繰入金、４目その他一般会計繰入金

につきましては、人件費の増に伴い、３４

万円を増額するものでございます。 

以上、御説明いたしました。 

御審議賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第９８号平成３０年度美

幌町介護保険特別会計補正予算（第２号）

についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２１ 議案第９９号 

○議長（大原 昇君） 日程第２１ 議案

第９９号平成３０年度美幌町公共下水道特

別会計補正予算（第２号）についてを議題

とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） 議案９０

ページをお開き願います。 

議案第９９号平成３０年度美幌町公共下

水道特別会計補正予算（第２号）について

を御説明申し上げます。 

平成３０年度美幌町の公共下水道特別会

計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

今回の補正につきましては、職員４名に

係る給与改定及び人事異動に伴う人件費の

補正、並びに平成２９年度社会資本整備総

合交付金の精算に伴う、交付金返還のため

の補正を行おうとするものであります。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１４万９,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０億

６,６７３万４,０００円とするものであり

ます。 
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第２項につきましては、事項別明細で御

説明申し上げますので、９９ページ、１０

０ページをお開き願います。 

３、歳出であります。 

１款、１目一般管理費１４万９,０００円

の増は、職員の給与改定及び人事異動に係

るもので、１１万円の減、償還金利子及び

割引料につきましては、５月に専決処分を

行いました下水終末処理場設備更新により

発生した鉄くずの売却に伴う補助金の返還

金２５万９,０００円であります。 

次に、歳入について御説明申し上げます

ので、９７ページ、９８ページにお戻り願

います。 

２、歳入。 

今回の歳入の財源は、個別排水処理の事

務を担当しております職員の人件費の４

０％相当を個別排水処理特別会計負担金と

して５万７,０００円、一般会計繰入金とし

て１４万３,０００円を繰り戻し、残りの歳

出との差額２３万５,０００円を前年度繰越

金に求めるものであります。 

以上、御説明申し上げました。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第９９号平成３０年度美

幌町公共下水道特別会計補正予算（第２

号）についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２２ 議案第１００号 

○議長（大原 昇君） 日程第２２ 議案

第１００号平成３０年度美幌町個別排水処

理特別会計補正予算（第１号）についてを

議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） 議案の１

０２ページをお開き願います。 

議案第１００号平成３０年度美幌町個別

排水処理特別会計補正予算（第１号）につ

いてを御説明申し上げます。 

平成３０年度美幌町の個別排水処理特別

会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 

今回の補正につきましては、職員の給与

改定に伴う公共下水道特別会計への人件費

相当分の負担金の補正を行おうとするもの

であります。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ５万７,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億１７

５万５,０００円とするものであります。 

第２項につきましては、事項別明細で御

説明申し上げますので、１１１ページ、１

１２ページをお開き願います。 

３、歳出であります。 

１款、１目一般管理費５万７,０００円の

増は、個別排水処理の事務を担当しており

ます職員の給与改定に伴うものでありま

す。 

次に、歳入について御説明申し上げます

ので、１０９ページ、１１０ページにお戻

り願います。 

２、歳入。 

今回の補正の財源を、一般会計繰入金に

求めるものであります。 

以上、御説明申し上げました。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま
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す。 

これから、議案第１００号平成３０年度

美幌町個別排水処理特別会計補正予算（第

１号）についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２３ 議案第１０１号 

○議長（大原 昇君） 日程第２３ 議案

第１０１号平成３０年度美幌町水道事業会

計補正予算（第２号）についてを議題とし

ます。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） 議案の１

１４ページをお開き願います。 

議案第１０１号平成３０年度美幌町水道

事業会計補正予算（第２号）についてを御

説明申し上げます。 

総則。 

第１条、平成３０年度美幌町の水道事業

会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

今回の補正につきましては、職員８名に

係る給与改定及び人事異動に伴う人件費の

補正を行おうとするものであります。 

収益的支出の補正第２条と、資本的支出

の補正第３条につきましては、補正予算実

施計画書及び説明書で御説明申し上げま

す。 

議会の議決を経なければ流用することの

できない経費の補正。 

第４条、予算第７条に定めた経費は、記

載の金額であります。 

次に、１１５、１１６ページをお開き願

います。 

補正予算実施計画書及び説明書、収益的

支出であります。 

今回の記載の金額は、職員７名分の給与

改定及び人事異動に伴う人件費の増減であ

ります。 

次に、１１７ページ、１１８ページをお

開き願います。 

資本的支出であります。 

記載の金額は、職員１名分の給与改定に

伴う人件費の増減であります。 

以上、御説明申し上げました。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第１０１号平成３０年度

美幌町水道事業会計補正予算（第２号）に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２４ 議案第１０２号 

○議長（大原 昇君） 日程第２４ 議案

第１０２号平成３０年度美幌町病院事業会

計補正予算（第３号）についてを議題とし

ます。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 議案の１２

６ページをお開き願います。 

議案第１０２号平成３０年度美幌町病院

事業会計補正予算（第３号）について御説

明を申し上げます。 

今回の補正につきましては、一般会計と

同様に人事院勧告に基づく職員の給与改定

及び会計間の異動並びに年度途中の退職及
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び就職に伴う給与費等の補正を行おうとす

るものでございます。 

第１条、平成３０年度美幌町の病院事業

会計補正予算（第３号）は、次に定めると

ころによる。 

第２条、収益的収入及び支出の補正につ

きましては、実施計画書及び説明書で御説

明申し上げます。 

第３条、議会の議決を経なければ流用す

ることのできない経費の補正につきまして

は、今回の給与費等の補正により、職員給

与費を３,４５２万５,０００円減額し、９

億４,１３４万円にしようとするものでござ

います。 

第４条、他会計からの補助金の補正につ

きましては、実施計画書及び説明書で御説

明を申し上げます。 

次に、１２７、１２８ページをお開き願

います。 

収益的収入のうち、他会計補助金の補正

でございます。 

一般会計補助金のうち、基礎年金拠出金

負担金、児童手当に要する経費につきまし

ては、今回の人件費の補正に伴い、一般会

計からの負担金等について減額及び増額の

補正を行うものでございます。 

次に、１２９、１３０ページをお開き願

います。 

収益的支出の補正であります。 

給与費のうち、給料、手当等、賞与引当

金繰入額、法定福利費につきましては、今

回の人事院勧告による給与改定及び職員の

会計間の異動並びに看護師等の年度途中の

退職、就職に伴う執行見込みから、それぞ

れ記載のとおり減額及び増額の補正を行う

ものでございます。 

以上、御説明いたしましたので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第１０２号平成３０年度

美幌町病院事業会計補正予算（第３号）に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

──────────────────── 

◎閉会宣告 

○議長（大原 昇君） 以上で、本臨時会

に付議されました案件は全部終了しまし

た。 

会議を閉じます。 

これで、平成３０年第８回美幌町議会臨

時会を閉会します。 

お疲れさまでした。 

 

午前１１時２６分 閉会   
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